
これまで逗子市は$ 国からの米軍住宅追加建設等の協力要請を拒否し、.

.
･池子返還を求めできました。 これに対し、 国は 40 ヘクタール (約 12 万坪)

＼
‐ -

.･ . .

･
.
･

.
.
,
. .

.
･

.

･ ･

.
.
.

‐
‘
.

-

‘

･
%

;
. . .

の返還を初めて正式に示して、.住宅建設、 本設小学校建設等との一括解決

し･ "を求めてきました。 市民の皆様に池子問題の現状をご理解いただくため、 ･
.

･
･
.
‘ ‐

←‐ ･

･

、.

･

･

･

･
、

.

-ハ .

、. ･

･
.
-

-･
･′

‐-‐
･ ･

･

返還地、 建設計画の概要、 市の考えをお知らせ致します◎

鎌倉市

池子住宅地区及び海軍補助施設
い シ ば ｣･ し、こ淺≦ ◆“ 亡者 U

本設小学校敷地

逗子市

池半問題についてタ
ー ハ .

市からのお知らせです

逗子市経営企画部基地対策課
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I 提示された約 40haの

0 西側運動施設 (約 5 ha)
･ 400m トラック 1面

･野球場 1面

･少年野球場 1面

･ テニスコー ト 3 面

駐車場
･各運動施設に夜間照明設置

○医療保健センター進入路

正面ゲート前から約 200 m

○都市計画道路の一部
正面ゲートから久木共同運動場間

0池子遺跡群資料館

0 池予公民館用地 (0.15ha)

○シロウリ貝類化石展示場

○ハイキングコース
屋根沿いに整備

0 スクールバス駐車場

○緑地公園用地 (21 5ha)

○キャンプサイト (①~ ⑤)

○共同運動場への近道
延長約 65 m

○久木川上流部及び池

○後背地緑地の一部

40ha の返遠 藤N¥

後背地緑地一部

キャンプサイト②
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キャンプサイト④
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ハイキングコース
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横浜市域に計画されている米軍住宅
○区域面積 :約 36.7ha 内改変面積 約 17.8ha

o 整備内容 :高層 6棟、 低層 8棟 計 700戸

0 トンネル整備 :逗子市域に繋がるトンネルを新設予定、 位置、 規模などは未定

倉庫 J# ,… " " 管理事務所 ノメヘ
地下駐車鶏入口

　 　　　
　　　　　　　 　　　　　　　　　　

施設管理倉坪 改変面積 :17.8ha
施設管理作業所

3熊基ヰ設計及び難五設計の椴階で転割射るこめ耽る.
基本配置計画平面図

参考図 :池子住宅地区及び海軍補助施設 (横浜市域) における家族住宅等建設事業の

基本配置計画 (2007年 6月横浜防衛施設局)

t本設小学校｣
○土地の面積 : 2.46ha ･

○規模･構造 :鉄筋コンクリート造 3階建 1棟約 9,650稲 運動場 2か所約 6,200幅 ほか
○対象児童 :幼稚園6学級 1~ 5 年生 34学級 約 800名

｢計画区域に編入する 既供用区域

騒ぎ蘂‘
、＼ こ さ

16ha)

--
三 越

3oha)

ヌん髪恐妻ゞ /衿義一き雙

参考図 :池子米軍家族住宅建設事業環境影響予測評価書 (2005年 3月横浜防衛施設局)



lm 今、 池子の森で起こっていること=

準追加建設という理不尽な国の計画

池子米軍住宅を逗子市が受け入れたとき、
国は ｢追加建設はしない｣ と回答していま

したが、 今、 池子の森の横浜市域に 700

戸の米軍住宅建設計画を進めています。

蕊池子の森を守りたい市民の願い

これ以上、池子の森は壊してほしくないと

いうのが逗子市民の願いです。市は、横浜

市域への米軍住宅追加建設と逗子市域へ

の本設小学校建設に対する国の協力要請
を拒否しています。

曼無念の敗訴 ･横浜市域の住宅追加建設
の三者合意違反の訴えは棄却

平成 6 年の米軍住宅受け入れにあたって

国･県･市が交わした、池子の ｢緑地の現況

保全に配慮する｣ と書かれた合意書 (いわ

ゆる三者合意)には横浜市域も含んでいる

, として、逗子市は裁判を起こしました。し

かし、 平成 19年、 三者合意は契約行為で

はなく裁判の対象にならないとの司法判

断が下されました。

隻三者合意を盾に横浜市域の追加建設を
阻止する法的根拠はなくなった

横浜市域には逗子市の行政権限がなく、裁

判に敗訴したことで、三者合意を盾に建設

を阻止する法的根拠は残念ながらなくな

りました。 国は当時、 横浜市域を含めた

290haの緑は守られると広報していました

が、 三者合意文の中には、 ｢横浜市域を含

む｣、 ｢住宅追加建設をしない｣ とは明記さ

れていませんでした。 (資料 3参照)

坐着々と進む小学校建設

本設小学校建設に伴う環境影響評価 (アセ

ス) 手続きは既に終了し、 文化財調査も間も

なく終了予定です。 国は今年度、 のり面の防

災工事と実施設計経費を予算化しています。

並住宅建設を事実上受け入れて返還が
実現している横浜市

横浜市は既に住宅建設を事実上受け入れ、市

内の他の米軍施設の返還を実現しています。
(小柴 52.6ha、 富岡 2.9ha が実現し、 今後、

根岸住宅ほか 362.5haを返還予定)

国は現在、 横浜市域の住宅建設計画に関する

アセス手続きの準備を進めています。

曵3l年間、 返還がない逗子市

逗子市は854戸の住宅建設を受け入れた三者

合意の際、返還交渉にまでは話が及ばず、そ

の後も再三にわたり返還を求めてきました

が、 31年間全く返還が実現していません。

曵国が 40ヘクタール返還を正式に提示

今年 7 月、 国は初めて米軍と調整した約 40

ヘクタールに及ぶ正式な返還案を逗子市に

示しました。ただし返還は、 横浜市域の追加

建設、本設小学校、 トンネル整備への協力を

前提にしています。

並逗子市としては慎重に対応

現時点では、 市は国へ回答をしていません。
市民説明会などを開催し、市民の皆様へ情報

提供に努め、 また様々なご意見をいただき、
慎重に対応していきます。
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池子問題の最善の解決に向けて全力で取り組みます字 .

逗子市長 平井竜一

｢池子の緑を守りたい｣ という願いは逗子市民共通のものであり、 私も同じ思

いです。市は米軍家族住宅追加建設を何とか阻止しようと国を相手に裁判を起こ

しました。 しかし、 残念ながら敗訴し、 建設を止める法的手段は絶たれました。
また、横浜市は既に米軍住宅建設を事実上受け入れて計画が進みつつあり、逗

子市は極めて厳しい局面に立たされています。
しかしながら、今年の 4 月以降、何度も防衛省南関東防衛局長が市役所を訪れ

追加建設等′への協力を要請される度に、私はそれを拒否しました。市民を二分し

た激しい反対運動の末、米軍住宅を受け入れざるを得なかった池子の苦渋の歴史

と、 池子の森をこれ以上壊してほしくないという市民の思い、 854 戸を受け入れ

たにもかかわらず 31 年間全く返還が実現されていないことを訴え、 西側運動施

設や自然公園などの返還について、 国に誠意ある対応を求めてきました。‐
こう した中、 7 月 22 日、 防衛省は初めて約 4 0 ヘク タ ール (約 12 万坪) の返

還地を正式に示して、追加建設等との一括解決を求めてきました。これに対して、
議会や市民の皆様からは、反対を貫くべきという意見や、返還実現に向けて現実

、
.

的対応をすべきという意見など、 様々など意見をいただきました。
私 は、 市長 の 責 務 と して、 かつ て の よ う･な、 粛々 と 建 設 が進 み、 結 果 と して

854 戸を受け入れながら、 返還を実現できずに逗子市民の負担がさらに増大する

という歴史を繰り返すことだけは、 避けなければならないと考えています。
折 しも、 8 月 30 日の衆議院選挙を経て、 民主党を中心とした新政権によって

国の方向性が大きく変わろうとしています。逗子市としては、米軍基地の見直･し

を掲げる新政権の池子問題に対する方針を見極めた上で、①返還の実現を確実な

ものとすること、 ②今後一切、 池子米軍家族住宅の追加建設は行わないこと、 ③

　　　　　　　　　　　　　
米軍住宅関係車両の交通問題への適切な対応 ~

鬮壽国に誠意ある回答を求め、 その内容を踏まえて 皺続- -　　　　　　
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資料 1

{返還こ関する交渉の経過概要 }
2008年 5月!市から国及び米軍へ !病院用地及び久木公民館用地を緑地公園用地(21 5ha)へと土地利

!返還要請 l用方針を変更し、南関東防衛局長及び横須賀基地司令官へ返還要
信吉

l国の回答 : 本省へ伝える。具体的な利用計画が示されれば、関
- 係機関と調整する。

誉 米軍の回答:直ちに判断できるものではない。
. = 月!市から国及び米軍へ l緑地公園基本構想を作成し、南関東防衛局長及び横須賀基地司令

l返還要請 l官へ構想を説明し返還の要請

:国の回答: 本省へ伝えるとともに、逗子市と調整の上、関係機関
と調整していきたい。

i米軍の回答 基本構想{ごついては承知した。

2oo9年 3月!市から米軍へ返還要 !在日米海軍司令官へ緑地公園用地の返還を要請
-逡

嶺 米軍の回答:返還を要請された土地は、現在米軍が使用しており　　　

返還は困難である。

4月l国から市へ協力要請 !南関東防衛局長が横浜市域への住宅建設、本設小学校、トンネル
l整備への協力を前提に緑地公園返還への努力を伝えてきた
!トンネル整備は、相互の通行、緊急時などの使用のため必要

!市は協力を拒否 肺の回答:陦蓬卷影響勢麟護濃霧者盤で雙薄
緑地公園用地の返還をお願いする。

6月嚢国が市長答弁を確認 l南関東防衛局長が第2回定例議会一般質問での『国は誠意ある対
l応を示すべきであり、それが話し合いの前提｣との市長答弁の真意
lを確認

l市は国の誠意ある対 i市の回答 : 市がこれまで要望していた返還を実現すべきであり、
l応を要請 それが話し合いの前提である。

6月:知事が市長を訪問 ･ !知事が池子住宅の視察後、市長を訪問し会談実施
!知事の意見:頑なに反対をしていても、何も得るものがないまま米 ･

軍の施設ができてしまう。国の努力が見える形になれ
ば、国との協議に応じていただきたい。

;市は返還の支援要請 !市長の意見:建設には反対であり、国へは協力はできない。返還
- ‐ に向けて支援をお願いする。

6月l国から市へ打診 !南関東防衛局長が非公式に市長を訪問、仮に緑地公園用地の返
l還と西側運動施設の自由使用が実現すれば、建設への協力がい
:ただけるかとの打診

l市は協力を拒否 " 市の回答; 提示内容は、33項目にある返還関係の一部に過ぎ
ず、自然公園の実現についても言及がない。さらに一

,
括での解決を進めようとしていることから、建設への
協力はできない。

7月!国から市へ協力要請 i南関東防衛局長が40haの返還地を示して、建設への協力の要請
l市は緑地部分の返還の拡大を要請したが、国は提示が最終案であ
lることを回答

!市は回答を保留 l市の回答" ･慎重に考えて回答したい。国と米軍の調整により具体
的な返還地を示されたことは重く受け止めたい。



‘資料 2

池子米軍住宅建設のこれまでの経緯

{住宅建設への反対運動と受‘ナ入れ i

1983年 (昭和 58年) 7月 防衛施設庁が池子弾薬庫を家族住宅の適地として市へ通知

(市と県は住宅建設反対を表明、 市民の中でも反対運動が起こる)

1984年 (昭和 59年) 3月 三島市長が住宅を認めざるを得ないことを表明

(6月に 33項目条件を付け受け入れを横浜防衛施設局長へ回答)

11月 富野氏が市長に当選し33項目を付した受け入れを白紙撤回

(以降、 市を二分した池子問題として争われる)

1987年 (昭和 62年) 5月 知事が三者会談 (国、 県、 市) で調停案を提示

9月 アセス手続きが終了し横浜防衛施設局が住宅建設に着手

10月 市長が辞職し再選後に調停案を返上

1994年 (平成 6年) 11月 澤市長が三者合意を結び、 住宅建設を受け入れる

(緑地の現況保全に配慮するとした上で 854戸の住宅を建設)

1996年 (平成 8年) 4月 住宅への一部入居開始 (320戸、 1312人) 順次 1998年 8月

までに入居完了 (837戸、 3184人)

l追加建設などへの対応と返還の交渉 1

1998年 (平成 10年) 3月 国が総合病院用地及び池子冲久木両公民館用地を提示
(病院用地 2ha、 公民館用地各 0.15ha)

4月 横浜防衛施設局長が市へ小学校建設の協力を要請
(市は簡易な小学校の建設は認め、 同年 8月から供用開始)

2003年 (平成 15年) 7月 国が横浜市域への住宅建設を発表
2004年 (平成 16年) 9月 日米合同委員会で横浜市域への 700戸の住宅建設を合意

(横浜市域の飛び地約 1.2haの返還を合意)

9月 市は建設の白紙撤回を求め、 横浜地方裁判所へ提訴

(2006年 3月 ｢却下｣ の判断が示される)

2007年 (平成 19年) 2月 東京高等裁判所 (二審) において市の訴えは ｢棄却｣
(上告の補正予算が議会で否決され、結果二審判決が結審となる)

2008年 (平成 20年) 5月 病院用地及び久木公民館用地を緑地公園用地へ変更し返還

を要請 (国、 米海軍に住宅建設に反対であると伝える)

2009年 (平成 21年) 6月 国は非公式に緑地公園用地の返還と西側運動施設の自由使

用を示し、 横浜市域への住宅建設、 トンネル整備、 本設小

学校の建設への協力要請

(市は受けることはできないと回答)
　 　 　

7 月 国が 40haの一部返還を示し、 建設への協力を要請

8



資料3

=三者合意と池子の森裁判=
国は緑地保全に配慮するとした上で追加建設を行わないことを表明し、市は854戸の住宅を受け入

れ、 平成 6年 11月 17日lこ、 国、 県、 市が 5項目にわたる合意事項 (いわゆる ｢三者合意｣) を結び

ました。ただし、 この中で返還については具体的には触れられませんでした。

t合意書全文j
1 . 防衛施設庁は、 平成 7年度予算により建設を予定している低層住宅 146戸のうち、 108戸を高層化し、
東側地区の緑地の拡大を図る。

2 . 本施設の返還は難しい現状にあるが、将来返還された場合には、 逗子市を含めた関係機関で意見を調

整し、緑の保全その他土地利用に関する諸条件にも配慮し、 適切な利用計画を策定する。
防衛施設庁は、本施設の米国への提供にあたって、施設 ･区域内の緑地の現況保全に配慮する。

3 . 防衛施設庁は、 逗子市要望のいわゆる 33項目について、 次によるほか、将来必要が生じたときV 昭和
5鰍年の横浜防衛施設局長回答を基本とし、事情の変更を考慮しつつ対応するゞ

･防衛施設庁は、 施設 ･区域入口から久木地区方面への進入路以西の運動施設の逗子市民による利用に

つき、米国政府及び逗子市とその使用形態を協議の上、必要な措置をとる。
･防衛施設庁は、 久大小中学校共同運動場への近道を確保するため、 米国政府及び逗子市とその具体的

位置等につき協議の上、 必要な措置をとる。
･施設･区域内から排出されるごみについては、 施設･区域内において分別されたものを、 逗子市は、 同

市の焼却場において処理する。
･施設･区域内から排出される汚水については、施設･区域内において一次処理されたものを、逗子市は、
同市の下水処理場において処理する。

･逗子市及び神奈川県は、 ごみ及び汚水の処理に
◆ 愈 翻
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必要となる事務を遅滞なく行う。
4 , 防衛施設庁は、 シロウリガイ類化石及び文化財 / ' * ……鷲･蝋N動n… }

の三部 を施設･区域内において保管･展示するためJ

逗子市及び神奈川県の協力を得て必要な措置をとる。
5 . 地域社会における日米の良好な関係の形成と親善

交流の促進のため、 逗子市、 在日米軍、防衛施設

庁及び神奈川県による協議機関を設ける。

L｢池子の森裁判｣ の経緯 i
2004年 9月に、市は三者合意に基いて、追加建設計画の白紙撤回を求め、国が池子の森の横浜市域

部分に米軍家族住宅を建設してはならない義務及び緑地の現況を変更してはならない義務があるこ
とを確認するため、 横浜地方裁判所に提訴しました。

2006年3月に ｢法律上の争訟に当たらないというべきであり、本件訴えはいずれも不適法である。｣
との判断が示され、 ｢却下｣ となりました。
市はこの判決を不服とし、 東京高等裁判所へ控訴しましたが、 2007年 2月、 ｢逗子市の訴えを却下

した横浜地方裁判所の判決は相当であり、 控訴の理由がないことから控訴を棄却する。｣ との判決が

示されました。
その後、最高裁判所への上告のための補正予算を議会へ提案しましたが、否決となりました。市長

は議会の意思を重く受け止め、 裁判の維持が困難と判断し、 上告を断念しました。 結果、 ｢棄却｣ が

結審となりました。



資料4

昭和 59年に市が提示した 33項目の条件と現在の状況
実施済み

市の条件 現在の状況
翻 弾薬庫の再利用禁止と施設名の変更 ｢池子住宅地区及び海軍補助施設｣と改称

2 県アセス条例と市開発指導要綱の厳守 措置済

3 住宅戸数の限度の遵守 854戸の住宅が建設済み

4 基地関係交付金の増額と概算額の提示 住宅完成時に増額、引き続き要請 20年度2億7千万円

5 地域経済振興への配慮 住宅建設工事の際に地元企業へ配慮

6 関係住民の墓参を実現 1985年lo月に実現

7 日米親善のため施設周辺の環境整備 フェンス内側の植栽等実施

8 総合体育館と文化会館の建設 逗子アリーナ、文化プラザ建設費への国庫補助

9 防災用調整池の設置 400mトラック等を兼ねて103,00o m 容量を建設

10 施設内河川の管理と施設外河川の整備 河川工事等を施工済み
= 地形変更を抑え建物高さは市指示に制限 市開発市道要綱の制限を遵守
12 自然景観保全、文化財の発掘･保存 措置済み
13 汚水、ゴミは市で処理、支障の際は協議 継続して実施中
14 施設内の都市計画道路の整備 久木トンネルの久木側まで整備

15 久木中･小学校共同運動場への近道整備 整備し共同使用
16 池子地域周辺の安全対策 県道は県へ要望し整備、市道は措置済み

17 神武寺駅の安全対策 措置済み
18 住宅建設工事に伴う治安対策 措置済み
19 住宅居住後の治安･風紀対策 継続して実施中
20 広域避難場所の共同使用 久木共同運動場に接し0.45haの土地を確保

2 1 常備消防の設置 措置済み
22 消防水利施設の設置 措置済み
23 消防避難施設の設置 措置済み
24 その他 地元要望への対応は努力するとの回答

未実施
- 国営自然大公園の実現 三浦半島国営公園の一部として要望中

2 医療機関の建設と用地の確保 緑地公園用地へ変更し返還の要請中
3 スポーツレクリエーション施設の建設 建設済みだが市民の自由使用は未実施
4 久木･池子公民館の建設と用地の確保 久木公民館用地は緑地公園用地へ変更

実施困難とされたもの
翻 施設内道路と横浜･横須賀道路への接続 出入路の建設は極めて困難
2 鉄道との立体交差化 極めて困難であるが関係機関と調整
3 施設内にバイパス道路の建設 施設の維持管理上支障があり極めて困難
4 ヘリポート施設の共同使用 ヘリポートの建設計画はない

5 消防訓練場の共同使用 消防訓練場の設置計画はない

10



資料 5
　

陸選とは朝

{返還とは所有者こ返ることです J

米軍が使用している土地は、個人、地方

自治体、日本政府などの所有地が、日米地

位協定に基づいて米軍へ提供されている

ものです。返還とは、土地 (提供地) を本

来の土地の所有者に返すことを言います。
池子米軍住宅の場合は、ほとんどが国有

地 (一部民有地) なので、返還後は財務省

が所管する財産になります。
地方自治体が返還された土地を公共施

設として整備する際には、財務省から国有

財産法に基づき、基本的には有償で払い下

げを受けることになります。

{払い下げは財務省と交渉しますi

返還された土地を市が取得する際には、
使用目的によって、無償や軽減といった特

例を受けることができます。例えば、道路

は無償で譲渡されることになっています。
仮に逗子市が、 40ha の土地の全てを公

園用地として取得する場合には、 3分の 1

が時価、 3分の 2が無償貸付けとなります。
払い下げの条件は、財務省へ土地が返還さ

れた後に行われる財務省と交渉の中で、土

地の価格も含め、示されることになります。
市としては、池子の歴史的経緯や財政状

況などを説明し、少しでも有利な条件で取

得 ･利用できるように交渉します。

機涙市域 3飾言

事案区域外 1館胆

事案区域 髄ha
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池子問題についてのご意見をお寄せください

問合せ先 逗子市役所 経営企画部 基地対策課

〒249‐8686 逗子市達子5‐2‐16
電請 046‐873‐1111 (内線3 3 1 )
ファックス 04 6‐873‐4520
メーノレ k ic h i@ C ity .z u s h i.k a n a g a w a J P


